
  （改正後全文） 
 

独立行政法人国立美術館諸謝金支給基準 
 
 

制定 平成１３年４月２日 
国立美術館規程第  ５９号 

［一部改正：平成１７年１２月２８日  平成１７年国立美術館規則第１２号］ 
［一部改正：平成２１年３月２５日  平成２１年国立美術館規則第３０号］ 

 
 
１．独立行政法人国立美術館において支給する一般の謝金については，別表の諸謝金支給単

価基準表を上限する。 
 
２．上記によりがたい場合は、その都度，出納命令役（分任出納命令役を含む。）と協議して

定める単価によることができるものとする。 
 
 
    附 則 
  この基準は，平成１３年４月２日から施行し，平成１３年４月１日から適用する。 
 

附 則 
  この基準は，平成１７年１２月２８日から施行する。 
 

附 則 
  この基準は，平成２１年４月１日から施行する。 



別表 
 
諸謝金支給単価基準表 

区分 単位 単価（円）   

（翻訳謝金）    

 英訳 １枚 ５，０００ ４００字詰原稿用紙 

 英訳以外 １枚 ７，０００ 〃 

 英語を和訳 １枚 ３，０００ 邦文訳４００字詰原稿用紙 

 英語以外を和訳 １枚 ４，０００ 〃 

（校閲謝金） １枚 ２，５００ 邦文訳４００字詰原稿用紙 

     

（校正謝金） １枚 １，５００ 邦文訳４００字詰原稿用紙 

     

（原稿執筆謝金）    

 論文 １枚 １，９００ ４００字詰原稿用紙 

 一般原稿(外国語) １枚 ４，２００ ４００字詰原稿用紙 

 解説・あらすじ １枚 １，６００ ４００字詰原稿用紙 

（講師謝金）    

 美術講座等 １時間 ８，７００  

 講演会 １回 ３７，０００  

 国際シンポジウム講演 １回 ２５，０００  

 対談・座談会出席 １回 １８，６００  

 上映解説 １回 １２，５００  

 映画製作専門家養成講座 １コマ ３４，８００ １コマ半日程度 

（通訳謝金） １時間 ６，２５０  

     

（デザイン謝金）    

 ポスター等デザイン １式 ４００，０００  

（会議出席謝金）    

 運営委員会会長 １回 １５，０００  

 運営委員 １回 １２，０００  

 評議委員 １回 ９，０００  

 外部評価委員 １回 ９，０００  

 作品購入選考委員 １回 １０，０００  

 作品購入評価委員 １回 １０，０００  

 その他会議（委員） １回 ８，０００  

（借用謝金）    

 美術作品借上 １点 ５，０００  

 映画フィルム借上 １点・１回上映 ３，０００  

 映画資料借上 １回 ５，０００   

（インスタレーション謝金） １式 ４００，０００ 材料費は含まない。 

    

（その他の謝金）     

 業務協力謝金 １日 ９，６００  

 ピアノ伴奏謝金 １回 ７０，０００  

 ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ事業運営助言協力 １回 ５４，０００  

 浄書 １枚 ５，０００  

 技術指導 １日 ５，５００  

 


